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１．帰還困難区域の長泥での宅地周囲の空間線利用率と放射性セシウムの残存実態 

1)長泥地区の汚染概要 

 長泥地区は飯舘村の最南端に位置し、東京電力福島第一原子力発電所より 30km 圏内のエリアにある。

地区の北端の見晴台からは、晴天時は原発が見える位置である。国道 399線が走り、その道路に沿って放

射性ブルームが到達した。震災直後、白服を着た調査員が地区の中心地の十文字交差点で放射能測定を

していたともいわれている。 

 震災直後の 3 月 30 日の IISORA の今中らが全村を調査した時の、長泥地区での空間線量率は 30μSv/h

を超える個所もあり、原子力研究者も脅威を感じる汚染実態であった。今中哲二の計算では、長泥の曲田

の積算空間線量値は、沈着後 200 日で 100 ミリシーベルトを超える値であった。被曝による癌の発生が

確実視されるオーダーの積算被曝量となる。飯舘村は 4 月 22 日に計画的避難地域に指定され、その後、

長泥は、年間で 50ミリシーベルトを超える地区として帰還困難区域に再指定され、地区の入り口３か所

にはゲートが設置され、今日に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 原発事故直後の飯舘村全域の空間線量率（2011年３月 29日）測定 IISORA 今中哲二ら 

長泥の曲田での土壌表面には、2011 年 3 月 29 日時点では、ヨウ素 131 は 362.2 万 Bq/m2、Cs137 は

221.7万 Bq/m2あり、チェルノブイリ事故の際には強制避難地域となっている値で汚染されていたことに

なる。長泥の曲田での土壌表面には、2011 年 3 月 29 日時点では、ヨウ素 131 は 362.2 万 Bq/m2、Cs137

は 221.7 万 Bq/m2 あり、チェルノブイリ事故の際には強制避難地域となっている値で汚染されていたこ

とになる。 

2)宅地周囲の空間線利用率と放射性セシウム残存実態 

 長泥では除去土壌再利用の実証実験が 2018年９月より開始されている。長泥地区のリーダーに協力を



依頼し地区内に入り、その実証実験地の周囲の住宅、農地、農道での空間線量率と Csの残存実態を測定

した。実証実験地は除染されつつある状況であるが、住宅は除染されないままの状況です。測定した箇所

は全て除染されていない場所である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地表表面の空間線量率は、水田で 2.68μSv/h、農道で 2.33μSv/h、宅地で 3.35～4.33μSv/h、宅地裏

山は 2.48～4.7μSv/hと非帰還困難区域の除染地区と比較すると極端に高い状況である。 

 土中 30cmのコア抜きをして Csの残存量を測定した。Cs137の残存量は水田の表層 5cmで 18321Bq/ kg、

5～10cmは 6925Bq/ kgで 5cm層に 64%残存している。農道の表層 5cmで 9693Bq/ kg、5～10cmは 1011Bq/ 

kg で 5cm 層に 89%残存している。水田は水分を含んでいるため、表層下への浸透が推察される。宅地で

は Cs137は、宅地Ａでは表層 5cmで 24626Bq/ kg、5～10cm層は 849Bq/ kgで 5cm層に 96%残存し、宅地

Ｓでは表層 5cmで 30475Bq/ kg、5～10cm層は 803Bq/ kgで 5cm層に 94%の残存率である。宅地裏の山の

土壌は、宅地Ａの裏山は、表層 5cmで 15332Bq/ kg、5～10cm層は 9547Bq/ kgで 5cm層に 58%の残存率で

ある。宅地Ｓの裏山は、表層 5cmで 33093Bq/ kg、5～10cm層は 1105Bq/ kgで 5cm層に 95%の残存率であ

る。 

各サンプルの比重から表面でのＣｓ137 の量を算定した。水田は約 137 万Ｂｑ/ｍ2、農道は約 73 万Ｂ

ｑ/ｍ2、宅地は約 185万～約 229万Ｂｑ/ｍ2、裏山は約 115万～137万Ｂｑ/ｍ2の表面汚染状況にある。

放射性管理区域の表面汚染規制値、4 万Ｂｑ/ｍ2 の 30 倍～60 倍近い汚染実態が継続していることにな

る。 

 当然のことであるが、地面の空間線量率と表層 5cmの Cs量は強い相関関係がある。今回の測定での相

関係数、Ｒ2は 0.9411である。 

表 1 長泥の採取土壌中セシウム量（2018年 10 月） 



 

図 2 飯舘村 K宅地の土壌等の放射性セシウム測定個所（2019年 5月） 

 

3)S宅の 2013年から 2018年の空間線量率、セシウム量の変化 

 長泥地区の先の曲田に近い場所の住宅、Ｓ宅での汚染実態の変化を分析する。この住宅は地区のリー

ダー的な存在の世帯であり、2013年から継続的に測定をしてきている。 

 

写真１ 長泥地区 除去土壌再利用試験地と測定地の遠景（2018年 10月） 

 



①2013年の住宅内外の空間線量率 

宅地の線量は２～5.5μ程度と高い。住宅内線量は 2013 年の調査住宅の中で最も高く、線量は二階＞

一階で、床＜床上１m＜天井の順で高い傾向は同様である。平均値は一階で床 1.3、床上１ｍ1.9、天井 2.5

μSv/hで、二階で床 2.1、床上１ｍ2.7、天井 3.2μSv/hである。放射線管理区域の基準値 0.6μSv/h以

下の測点はない。 

 

図 3 帰還困難区域Ｓ宅住宅内の空間線量率(2013年) 

 

図４ 帰還困難区域Ｓ宅住宅 1階床上 1mの空間線量率分布図(2013年) 

一階では南面と西面の室内が高い。北面はコンクリート擁壁と側溝があり、Cs は排水に流れたこと、

南面及び東面の軒下の庭は砂利敷きであり、放射性物質が沈着した可能性が指摘できる。部分的に住宅

隅が高いのは、縦樋の落ち葉等の詰まりにより、放射性物質が滞留している影響によるものと推察でき



る。二階の北面、東面が高いのは、住宅裏の森林部からの被曝増加によると推察できる。 

②2018年３月の住宅内外の空間線量率、Cs量の測定結果と 2013年測定値との比較 

帰還困難区域で非除染地区である長泥での S宅の内外の空間線量と表土の Cs測定を 2018年 3月 31日

に実施した。除染をしていないので、自然及び環境による時間的減衰効果を解明した。 

2018 年の空間線量率は室内 1 階床上 1m で 0.86μSv/h と放射線管理区域基準値を超えている。高さ別

では 2013年と同様に住宅内では二階>一階であり、床 2m(天井際)＞床上 1m>床上である。屋外地上 1m上

で 1.68μSv/h と高い。室内と遮蔽率は 51%である。ただ、高さ別で、2013 年は地上 1m＞地面に対して、

2018 年は地面＞地上 2m＞地上 1m と逆になっている。これは宅地除染を行っていないことと、宅地周囲

の森林等から Csが集積している可能性もうかがえる。 

減衰率(2018/2013)は地面では 82%と低く、地上 1m上では 47%と高い。室内では 1階床 1m上で 45%と高

い。2階は 1階に比較して減衰率が高い。これは屋根からの Csの自然流下等の影響も推察できる。 

２階の南東の寝室の東窓に掛けられていたカーテンの布紐（両面で約 333cm2）は、Cs137 が 206Bq/kg

で、表面換算すると 113Bq/m2 と少量の Cs が付着していた。放射線管理区域規制値では、40000Bq/m2 で

あり、基準値の 0.3%であり、問題になるような汚染状況ではないが、そのままでの使用は控えた方が良

い。 

 Ｓ宅は周囲も含めて一切除染されていないので、発災直後から７年間経過した中での Csの付着状況が

わかる。南庭は地面で 4.4μSv/h と高く、砂利には Cs137 が 13007Bq/ kg も含む。住宅のすぐ後ろの裏

山の表土は、Cs137 が 22205Bq/kg もある。杉皮には Cs137 が 82646Bq/kg と高い。2011 当初からは、半

減期が２年の Cs134 は 1/10 に削減している。半減期 30 年の Cs137 は今後も当面は、高いままであり、

被曝リスクは高い状況は続く。 

表 2 帰還困難区域Ｓ宅住宅内外の空間線量率の比較、減少率 

 



 

図５ Ｓ宅住宅内外の空間線量率の変化 

表３ S宅宅地周囲の Cs量(2018年) 

 

③宅地及びその周囲の空間線量率と土中 Csの測定 

先のＳ宅での測定を再掲する。2018 年 10 月の調査でも変化は少ない。宅地及び裏山の深度 30cm の土

壌中では、Cs137が、宅地南庭で 30475Bq/kg、裏山で 33092Bq/kgと非常に高い。表層 5cm層で、宅地は

94%、裏山は 95%とどまる。同地区のＡ宅の表層 5cmでは宅地で 24626Bq/kg、裏山で 15332Bq/kgと高い。

ただ表層 5cm層で宅地は 96%に対して裏山は 58%であり、5cm以下に浸透している。 

 注目すべき値としては、Ｓ宅の西北斜面擁壁はコンクリートであり、その表面に苔が繁茂していた。こ

の苔を２か所で採取してＣｓ量を測定した。上部のコケの Cs137 は何と約 24 万 Bq/ kg という驚異的な

Csの蓄積量であった。もう一つの苔は 9.7万 Bq/ kgであった。苔の Cs吸着力が高いこと、そして、除

染していない住宅の山際擁壁での汚染実態の厳しさを示している。 

 上記以上に Cs量が高い個所が 2019年 5月の調査で明らかになった。S宅の庭の西端にある小屋の竪樋

の下の砂利を採取し測定した。表面線量は計測器の 20μSv/hを超え、Cs137は 67万 Bq/ kgの値を示す。

雨による長年の Csの蓄積効果は明確であり、危険な宅地の場所となっている。 

 

 

 



表４ S宅の空間線量率、Csの残存量（2018年 10月） 

 
 

4)長泥地区内の空地、山際道路、水路等の Cs残存量 

 2019 年５月に、長泥地区で除染された除去土壌を置く予定の捨て場予定地の周囲の汚染度合を測定し

た。空間線量率は 1.38～4.2μSv/h である。Cs137 で評価する。捨場予定地のけずり取られた表土は

4257Bq/ kg、山際の土は 6374Bq/ kg、土水路の底土は 22651Bq/ kg、道路側溝内の落ち葉は 18441Bq/ kg

である。 

表５ 長泥の除染土壌の捨て場予定地周囲の汚染実態（2019年 5月） 

 
 

２．避難解除区域の除染済 K宅地における空間線量率と放射性セシウムの汚染実態    

 2019 年６月における飯舘村内での除染済宅地の放射能汚染実態を明確にするために測定した。飯舘村

内の草野地区のＫ宅地である。 

1)宅地の空間線量率 

 Ｋ宅地は旧居住制限区域であり、2017年 4月に避難解除されている。その間に宅地除染はされている。

2019 年 5 月の測定時点では、Ｋ宅の居住者はおらず、定期的に持ち主が管理している状況である。Ｋ氏

は原発事故による損害賠償裁判の原告人の一人であり、裁判資料として K宅の空間線量率と Csの残存量

を測定することとした。 

 Ｋ宅地の南側には里山があり、宅地の西側には小規模な防風林があり、比較的開放的な宅地である。宅

地の南側の前庭は除染後にコンクリート舗装されている。10 か所の空間線量率を測定した。地上の線量

率は 0.21～1.3μＳｖ/ｈの範囲であり、地上１m の高さでは、0.21～1.05μSv/h であり、除染後である

が、まだ高い空間線量率が宅地及びその周囲の森林にはある。宅地前の森林部の空間線量率が、地上で

1.3μSv/h、地上 1mで 1.05μSv/hと最も高い。コンクリート面は低く、防風林のある箇所は比較的高く



なる傾向にある。土壌及び樹木にまだ Csが残存している影響と思われる。南庭の端にある桜は伐採され

ておらずその周囲の地面は除染されたというが、直下の地面では 1.08μSv/hと樹林地レベルの高い空間

線量率となっている。玄関から 4～5m行った場所である。 

2)宅地周囲における放射性セシウムの残存量 

 宅地周囲の森林と宅地の土壌中、及び桜の樹皮の放射性セシウムの残存量を測定した。除染した箇所

である。森林の土壌は最も高く、表層 5cmにはまだ Cs137が 15000Bq/kg残存している。特措法の基準値

8000Bq/kg の倍近い値である。その下の 5～10cm 層は 366Bq/kg と低下し、更に 10～15cm 層は 140Bq/kg

と低下する。森林土壌の 5cm 層に蓄積していることが分かる。防風林のある庭の土壌では、表層 5cm で

Cs137 は 1783Bq/kg である。除染して表層の Cs は撤去されているはずであるが、これだけの量が残存し

ていることになる。北側の除染済宅地の表層 5cmの砂混じりの土壌も Cs137は 3047Bq/kg残存している。    

さらに土壌中の Cs が高い値を示すのは、南庭先の桜の木の下の土である。表層 5cm 層で Cs137 は

4370Bq/m2 が残存している。何度も述べるが、除染済の宅地の表面土壌は Cs で汚染されたままであるこ

とを示している。また、桜の樹皮を剥いで測定した。樹皮で Cs137は 10561Bq/kgの高い値を示す。面積

換算すると、Cs137は 16370Bq/m2となる。若葉は 32Bq/kgと比較的低い値であった。 

放射線障害防止法では、放射線施設内で常時人が立入る場所では、人が触れる物の表面の放射性同位元

素の表面密度限度はα線を放出しない放射性物質の場合（Cs137 もあてはまる）40Bq/cm2 で管理区域か

らの持出物の表面密度限度はこれらの値の 10分の１、4Bq/ cm2(40000Bq/m2)なっている。これを K宅地

周辺での Cs量を当てはめてみると、桜の木の下の土の汚染表面密度は 389581Bq/m2であり、持ち出し基

準の 10 倍、管理区域内で人が触れてはいけない規準に近い汚染実態である。また、里山の表面土は、

563438Bq/m2とより高い汚染実態である。除染済の宅地の西側の土も、144415Bq/m2、北の土も 158418Bq/m2

であり、放射線管理区域内の汚染状況にあることは明確である。これは、半減期が 30年である Cs137に

よる放射能汚染であることから、当面は居住する場所として不適格な場所といわざるを得ない。あるい

は非常に法的にもリスクの高い場所といえる。 

             表６ 飯舘村 K宅地の土壌等放射性セシウムの残存量（2019年 5月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．奇妙な飯舘村による除染効果検証報告 

除染効果検証結果報告書を飯舘村は 2017 年 6 月 23 日に公表している。除染効果に対する評価として

しは奇妙な報告書であると言わざるをえない。筆者の調査結果等と比較して、問題点を指摘しておく。今

後の飯舘村内での農的生活を営む上で、政策的視点からの見直しをする必要がある。 

「初回の測定と、5年 8ヶ月を経た平成 28年 12月の測定結果を対比すると、すべての地点の減少率は

86％以上で、ほとんどの場所で 90％を超えます。観測地点の周囲が未除染である長泥行政区の定点測定

においても、農地では 83％、宅地では 94％の減少がみられています。」と解説している。非除染の帰還困

難区域の長泥地区の自然減少率の多さを指摘する解説であり、この文章からは除染の意義が感じられな

い。この検証報告書では、猪の土壌攪乱により放射性 Csが土中深く浸透した結果として表層 5cmだけの

除染の限界も指摘しているが、土中の Cs測定をすることを提案していない。 

「飯舘村の農地の除染は、ほとんどが表土削り取りによる除染手法を採用し、効果的に放射性セシウム

を除去することができました。行政区ごとの値は異なるものの、除染後の 5点による平均値は 5,000Bq/kg

を下回りました。」と解説する。除染済農地の平均値の目安を 5,000Bq/kg と意識的に高くしているとし

か考えられない。除染したにも関わらず 5000Bq/ kg もの Cs が残存している農地での農作業、農的な暮

らしをあたかも推奨するような文面である。筆者の村内の除染済農地の Cs 測定では平均しても

5,000Bq/kgのような高い数値にはならない。除染したのだから 5,000Bq/kg程度の汚染度合での農的暮ら

しは仕方ない、この値を容認して、帰村後の除染農地での営農再開を誘導しようとしていると推察せざ

るを得ない。非常に危険な行政指導が行われようとしていると危惧する。 

 

図６ 除染後に地中に Csが残る理由 （飯舘村除染効果検証報告書より） 

 

４．森林除染されないままの長期的汚染地域の継続的汚染の課題 

 飯舘村は約 23000ヘクタールの面積を要するが、その 75%は森林である。農地、宅地に関しては表層 5 

～10cmが除染されているが、森林は宅地の周囲 20mの森林の落ち葉のみが除染されている。森林の表層 

土壌にはまだ多くの放射性セシウムが残存している状況である。 

 筆者が何度も訴えているように、空間線量率だけの被曝リスク管理で不十分であり、かつ、通常の公害 

法に基づけては基準値を超える汚染物質のある場所での定住を認めること事態が大きな矛盾を抱えてい 

ることになる。2018年末までに除染された福島県内での土壌総量は 1400万 m3であり、浜通りでは 789 

万 m3で、飯舘村は 218m3と特化している。除染優先地として選定された結果である。除染による帰還が 

公的事業で促進された地域である。福島第一原発に隣接する双葉町、大隈町の除染土壌は、22万、38万 

と少ないことがそれを物語っている。 

 



                          表７ 飯舘村の土地利用面積と推定汚染土壌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 飯舘村の土地利用図 

仮に飯舘村の森林土壌の表層 5cmの土壌を除染した場合、その総量は 866万 m3となる。浜通りの除染 

総量を超え、飯舘村での今までの除染土壌の 4倍となる。 

この膨大な汚染土壌が飯舘村の山林に放置されたままである。この長期的汚染地域への帰村定住を法 

的にも許可していることは大きな問題を長期的に抱えることになる。昨今の台風、豪雨で土壌流出、河

川洪水等により、汚染土壌の農地、宅地、道路への流出は明確であり、除染した箇所も再度汚染土壌で

再汚染されることも想定される。また、乾燥後による空中への飛散、それによる吸引被曝等のリスクの

増加が懸念される。 

表８ 除染土壌量 2018年 12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 除染フレコンバックの流出、 

森林汚染土壌の流出のリスク 
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